
- 39 -

北海道の強靱化と社会資本の老朽化対策等の推進

（内閣官房、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、警察庁）

大規模自然災害に対する脆弱性を克服し、強靱な北海道をつくることは道民
の安全・安心の確保や経済活動の活発化はもとより、国全体の強靱化を図る上
で不可欠な取組であることから、強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するとともに、社会資本ストックの長寿命化など、総合的かつ計画的な維持
管理・更新等を着実に推進することが重要である。
また、年々増加している空き家等の対策に向けた施策の推進が必要である。

＜北海道の主な取組＞

・ アクションプラン2018による北海道強靱化計画の推進

・ 北海道インフラ長寿命化計画に沿った取組の推進や「個別施設計画」の策定

・ 「北海道空き家情報バンク」の運営による空き家及び空き地の有効活用の促進

【提案・要望事項】

○ 北海道強靱化計画の実効性を高めるための財政措置の充実・強化
（内閣官房）

○ 社会資本ストックの維持管理・更新等の確実な実施に向けた財政支
援の拡充や予算の確保

（総務省、⽂部科学省、厚⽣労働省、農林⽔産省、経済産業省、国⼟交通省、環境省、警察庁）

○ 空き家等対策の推進に向けた財政支援の拡充（総務省、国⼟交通省）
○ 開発予算の一括計上や北海道特例など北海道開発の枠組みの堅持

（国⼟交通省）

【提案・要望の内容】

◆ 北海道強靱化計画（国土強靱化地域計画）の実効性を高めるため、十分な
予算を安定的・継続的に確保するとともに、計画に位置付けた取組に対する

新たな支援制度の創設など、財政措置の充実・強化を図ること。

◆ 社会資本ストックの維持管理や点検・診断にも活用可能な交付金制度の創
設や、施設の設置年次、規模及び更新に要する費用に関わらず全ての管理施
設の修繕・更新が交付金事業の対象となるよう要件の緩和など財政支援の拡
充及び予算の確保を図ること。
特に、下水道施設については、持続性を高めるため、老朽化への対策に必

要な財政支援を継続すること。

◆ 「空き家再生等推進事業」等について、除却後の跡地利用要件の緩和など
制度の見直しを図るとともに、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に
基づく計画の策定や空き家の除却、活用等を行う地方公共団体への財政支援
を拡充すること。

◆ 北海道が将来にわたり我が国に貢献していくための社会資本整備を総合的
かつ着実に推進することができるよう、開発予算の一括計上や北海道特例な
ど北海道開発の枠組みを堅持すること。
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■道有施設の老朽化の状況 用水路の老朽化（取水ゲート）

■道内の空き家戸数・空き家率の推移

■道有施設の規模と他県との比較

トンネル点検の状況

➢北海道の広大な面積をカバーするため、管理するインフラが他の都道府県に比べ非常に多い状況。

住宅・土地統計調査（総務省）北海道インフラ長寿命化計画（行動計画）平成26年3月末現在

（単位：戸）

主な施設 施設数 

建設後 50 年を 

経過する施設の割合 備 考 

現在 10 年後 20 年後 

道路橋梁 
（２ｍ以上） 

5,292 橋 ６% 27% 51%  

下水道管路等 358km ０% ０% 35%  

樋門などの 
河川管理施設 

5,223 基 １% 10% 41%  

治水ダム 17 基 ０% ６% 41%  

砂防えん堤 1,146 基 ６% 33% 55%  

農地防災 
（海岸保全施設） 

40 箇所 ３% 44% 53%  

林道橋梁 707 橋 10% 62% 91%  

治山ダム 24,560 基 ８% 34% 53%  

漁港 282 箇所 82% 88% 97%  

漁港海岸 
（堤防・護岸） 

183 箇所 18% 68% 89%  

庁舎等 
1,966 棟 

80 万㎡ 
４% 27% 49% ※施設数欄下段

は延べ床面積 

 

※施設の割合は

延べ床面積によ

る 

学校施設 
267 校 

247 万㎡ 
１% ４% 42% 

道営住宅 
2,336 棟 

190 万㎡ 
１% ３% 36% 

■北海道強靱化のための施策

○ 社会資本等の老朽化対策・耐震化対策の推進
○ 地震・津波や火山噴火の警戒避難体制の整備
○ 治水・治山、土砂災害、暴風雪対策の推進

○ リスク分散のための企業立地の促進
○ 大規模災害時に備えた災害対応能力の強化
○ 食料の安定供給の推進
○ 多様なエネルギー資源の活用

Ⅰ. 自然災害に対する北海道自らの脆弱性を克服

○ 高規格幹線道路網等の整備 ○北海道新幹線の整備 ○空港、港湾施設の機能強化

Ⅲ. 北海道の強靱化、全国の強靱化を支えるネットワーク整備

Ⅱ. 国全体の強靭化に貢献するバックアップ機能の発揮

道内における自然災害リスク 道外における自然災害リスク

地震津波
・太平洋沖(根室沖)海溝型地震

・日本海沿岸地震・津波

火山噴火
９つの

常時観測火山

異常気象
豪雨、暴風雨、
竜巻、豪雪、暴
風雪

首都直下地震

・建物全壊：約61万棟
・死者数：約23,000人

南海トラフ地震

・建物全壊：約238.6万棟
・死者数：約323,000人

30年以内 80％程度
30年以内 70％ 30年以内 70～80％程度

起きてはならない最悪の事態

強靱な北海道づくりのための施策
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様式１　検討調書　（各部報告）　

番号 施設名

提案・要望の内容
　○財政支援の拡充
　○予算の確保
　○制度の創設
　○要件の緩和
　など

詳細 関係資料 要請先府省庁

●交付金制度の創設、交付要件の緩和などの財政支援の拡充及び予算の確保

1

河川施設 ○要件の緩和 現在、交付対象施設となっている「排水機場」等の要件が
「装置、機器及び部品の更新のうち致命的な影響があるも
の」、「年点検」となっており、非致命的な部材の費用、月点
検費用はなっていないため。

社会資本整備総合交付金交付要
綱

国土交通省

2

河川施設 ○要件の緩和 「河道」及び「「堤防」施設について、平成30年３月、新たに
長寿命化計画の対象となっているが交付金制度の対象と
なっていないため。

社会資本整備総合交付金交付要
綱

国土交通省

3

砂防設備 ○要件の緩和 砂防設備等緊急改築事業の採択基準が「昭和５２年以前
の技術基準により設計されており、土石流に対して構造物
の安全性、安定性が確保されていない砂防設備」と限定さ
れている。

社会資本整備総合交付金交付要
綱

国土交通省

4

急傾斜地崩壊防
止施設

○要件の緩和 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業の採択基準が「急傾
斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第21条の補助
を受けて施工した既設の急傾斜地崩壊防止施設」と限定さ
れている。

社会資本整備総合交付金交付要
綱

国土交通省

5

公園施設 ○要件の緩和 交付対象施設の要件が「原則として面積2ha 以上の都市
公園における施設の改築（ただし、遊戯施設を除く）」となっ
ている。

社会資本整備総合交付金交付要
綱

国土交通省

6

港湾施設 ○予算の確保
○制度の創設

港湾施設について、現在交付対象が維持管理計画策定の
みとなっており、個別施設計画策定後の定期点検は港湾
管理者が行っている。
港湾施設は、防波堤や岸壁など海上からの調査が必要と
なる施設が多いことから、港湾管理者が点検に要する費用
負担が大きくなっている。

社会資本整備総合交付金交付要
綱

国土交通省

7

治山施設 ○制度の創設 　既存施設の点検診断は、農山漁村地域整備交付金の効
果促進事業により実施が可能であるが、農山漁村地域整
備計画に登載された市町村に存する施設が対象であり、
実施可能な市町村は43市町村にとどまっている。
　このことから、補助事業において、点検・診断が単独で実
施できるよう、支援制度の創設を要望。

農山漁村地域整備交付金実施要
領

農林水産省

8

廃棄物処理施設 ○財政支援の拡充
○予算の確保

平成９年のダイオキシン類の規制強化により、集中的に整
備された施設の老朽化が進み、平成31年度以降は年々事
業費が増加することが見込まれており、地域におけるごみ
処理に支障を来さないよう、必要な予算の確保が必要。

・予算額の推移
・循環型社会形成推進交付金交
付要綱（国）
・循環型社会形成推進交付金交
付取扱要領（国）

国土交通省
環境省

9

水道施設 ○財政支援の拡充
○予算の確保

水道施設整備に係る市町村要望は、補正予算等の措置が
なければ成立しない状況にあることから、当初予算での満
額措置を基本とすること。

・予算額の推移
・簡易水道等施設整備費国庫補
助金交付要綱（国）
・簡易水道等施設整備費国庫補
助金取扱要領（国）

厚生労働省
国土交通省

10

水道施設 ○財政支援の拡充
○予算の確保
○要件の緩和

水道施設整備に係る市町村要望は、補正予算等の措置が
なければ成立しない状況にあることから、当初予算での満
額措置を基本とすること。また、道内において交付金の対
象外のポリエチレン管や塩化ビニル配水支管などが多く布
設され、近年、老朽管の破損による断水工事が発生してい
ることから、交付金対象となる管種の拡大が必要。

・予算額の推移
・生活基盤施設耐震化等交付金
交付要綱（国）
・生活基盤施設耐震化等交付金
取扱要領（国）

厚生労働省

●公共施設等適正管理推進事業債の対象施設の拡大や事業期間の延長

11

市町村庁舎 ○財政支援の拡充 ・庁舎の耐震化が未実施の市町村においては、発災時に
業務継続に支障が生じるおそれがあることから、平成２９
年度から４年間について、庁舎の建替えを緊急に実施する
ことができるよう財政措置が講じられたところ。
・道内市町村においても庁舎建替えの検討を始めたところ
も多いと認識しているが、市町村の庁舎の建設に当たって
は地域住民との多岐に渡る議論が必要となることから、期
成会要望などにおいて本措置の延長について要望されて
いる。
・平成31年度地方債計画において、平成32年度までに実
施設計に着手した事業については、平成33年度以降も現
行と同様の地方財政措置を講ずるとされたことから、当面
は期間内に本条件を満たすよう助言していく。

01北海道上川地方総合開発期成
会要望
02オホーツク圏活性化期成会要
望
03H29地方債計画
04H31地方債計画

総務省

12

建築物 ○要件の緩和 公共施設等適正管理推進事業債について、公共用建物の
み対象となっており、公用建物は対象とならない。

総務省

13

地方独立行政法
人施設

○起債事業対象の
明確化（明文化）

公共施設等適正管理推進事業債長寿命化事業の対象拡
充は平成30年２月総務省通知「公共施設等総合管理計画
の策定にあたっての指針の改訂について」において周知さ
れたが、地方独立行政法人の研究施設についても対象と
すること。

公共施設等総合管理計画の策定
にあたっての指針の改訂について

総務省
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